
 
 

 

障害のある方の中には、生活の中で激しい自傷や他害行為、こだわり等の不適応行動を示してしま

う方がみえます。支援者も、つい「困った」と思ってしまうことがありますが、それ以上に困ってい

るのは当事者自身ではないでしょうか。 

 福岡市における先進的な実践や取り組みを通し、行動障害のある方に対する支援の在り方、地域で

暮らし続けていくためにはどのような支援が必要であるかを一緒に考えたいと思います。 

 また、名古屋市における新たな強度行動障害者への支援の取り組みについてもご報告いたします。 

 

内 容 【第１部】福岡市における強度行動障害の取り組みについて 

   ～行動障害に対する支援の心構え～ 

福岡市社会福祉事業団 

障がい者行動支援センターか～む 所長 森口 哲也氏 

【第２部】名古屋市強度行動障害者支援事業について 

               

日 程   平成３０年３月２７日（火） 

【第１部】  1 8時～ 1 9時 3 0分（受付 : 1 7時 3 0分～）  

【第２部】  1 9時 3 0分～ 2 0時  

 

会 場  名古屋市鯱城ホール 

（名古屋市中区栄一丁目23-13 伏見ライフプラザ5階） 

  

参加費  無 料（※ 事前申し込み不要） 

 

主 催：名古屋市（委託先：名古屋市知的障害者福祉施設連絡協議会） 

平成２９年度 

 

  講師 森口 哲也氏 （障がい者行動支援センターか～む  所長） 

【か～む紹介】 
行動障害のある方に対し、支援拠点において集中的な支援を行い問題とされる行動 
の軽減を図るとともに、個々の障害特性に応じた支援を提供することで、福祉サービ 
スの利用機会の拡充を図り、地域での安心した生活を支えています。 


